
 
 

山形市と東北文教大学・東北文教大学短期大学部の 
連携・協力に関する協定書 

 
 
山形市（以下「甲」という。）と東北文教大学・東北文教大学短期大学部（以下

「乙」という。）は、次のとおり協定を締結する。 
 

（目的） 
第１条 この協定は、甲及び乙が保育、子育て支援、児童福祉等の分野において相互

に連携し、及び協力することにより、地域福祉の向上及び人材の育成に資すること

を目的とする。 
 

（連携及び協力事項） 
第２条 甲及び乙は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について相互に連

携し、及び協力して実施する。 
⑴ 保育、子育て支援及び児童福祉に関すること。 
⑵ 人材の育成に関すること。 
⑶ その他前条の目的を達成するために甲及び乙が必要と認める事項 

２ 前項各号に掲げる事項を効果的に推進するため、甲及び乙は、当該事項の実施に

ついて協議を行うものとする。この場合において、具体的な実施事項については、

甲及び乙が合意の上、決定する。 
 

（情報保護） 
第３条 甲及び乙は、前条第１項各号に掲げる事項の実施に当たり、相手方から知り

得た秘密情報（公知の情報を除く。）を第三者に開示し、若しくは漏えいしてはな

らず、又はこの協定の目的以外の目的に利用してはならない。ただし、事前に相手

方の承諾を得た場合又は法令により開示を求められた場合は、この限りでない。 
２ 前項の規定は、この協定の終了後においても効力を有する。 
 

（協定期間） 
第４条 この協定の有効期間は、この協定の締結の日から令和７年３月３１日までと

する。ただし、この協定の有効期間満了の日の１月前までに甲又は乙のいずれから

も書面による終了の意思表示がない場合には、この協定の有効期間を当該期間満了

の日の翌日から起算して１年間延長するものとし、以後も同様とする。 
 
（協定の変更及び解除） 

第５条 甲又は乙のいずれかがこの協定の内容の変更又は解除を申し出たときは、そ

の都度甲乙協議の上、この協定の内容の変更又は解除を行うものとする。 



 
 

 
 
 
 
 

（疑義の協議） 
第６条 この協定に定めのない事項又はこの協定に関し疑義が生じたときは、甲乙協

議の上、取り決めるものとする。 
 
 
 
この協定の締結を証するため、この協定書を２通作成し、甲乙両者記名の上、各自

その１通を保有する。 
 

令和６年１２月５日 
 

甲 山形市旅篭町二丁目３番２５号 

   山形市 

山形市長 佐藤 孝弘 

                

 
              乙 山形市大字片谷地５１５番地 

                東北文教大学 

                東北文教大学短期大学部 

学長 須賀 一好 


